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１

目

次

３２

規

則

○
東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
文
書
課
）…
一

○
東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
人
事
課
）…
二

○
東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）…
三

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）…
三

○
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
同
）…
五

○
東
京
都
小
笠
原
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
総
務
局
行
政
部
振
興
企
画
課
）…
五

規

則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
七
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
及
び
第
十
九
号
の
承
認
情
報
処
理
シ
ス

テ
ム
」
を
加
え
、
「
当
該
シ
ス
テ
ム
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
文
書
事
務
」
と
い

う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
処
理
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
、
業
務
の
効
率
化
及
び
公
文
書
の

適
正
な
管
理
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総
務
局
長
が
承
認
し
た
も
の
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
又
は
承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
以
下

「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
文
書
総
合
管
理

シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
条
第
六
号
中
「
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
文
書
事
務
」
と
い
う
。
）
」
を
「
文

書
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
文
書
課
長
」
を
「
総
務
局
総
務
部
文
書
課
長
（
以
下
「
文
書
課
長
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
主
務
課
長
は
、
」
及
び
「
に
当
該
」
の
下
に
「
承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
又

は
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
規
定
は
、
」
の
下
に
「
承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
又
は
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十

七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
八
条
の
二
並
び
に
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス

テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
電
子
回
付
方
式
」
の
下
に
「
（
承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
（
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
又
は
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。
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第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
八
条
の
二
並
び
に
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び

第
三
項
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
文
書
管
理
事
項
を
記
録
し
た
公
文
書
の
一
覧
は
、
当
該
承
認
情
報
処

理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
同
一
の
事
務
事
業
に
関
す
る
二
以
上
の
公
文
書
を
一
件
と
し
て
整
理

す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
一
件
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
公
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
当
該
公
文
書
中
の
保
存
期

間
の
満
了
す
る
日
が
最
も
遅
い
公
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
起
算
日
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
同
一
の
事
務
事
業
に
関
す
る
二
以
上
の
公
文
書
を
一
件
と
し
て
整
理

す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
公
文
書
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
公
文
書
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
移
管
す
る

も
の
と
さ
れ
た
公
文
書
で
あ
る
と
き
は
、
主
務
課
長
は
、
他
の
公
文
書
の
保
存
期
間
満
了
後
の
措
置

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
公
文
書
の
全
て
を
公
文
書
館
に
移
管
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
電
子
文
書
（
」
の
下
に
「
承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
さ
れ
た

も
の
及
び
」
を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
文
書
を
廃
棄
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
公
文
書
に
係
る
承

認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
し
た
文
書
管
理
事
項
は
、
当
該
公
文
書
を
廃
棄
し
た
後
に
、
遅
滞
な

く
承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
削
除
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
文
書
総
合
管
理

シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
八
号

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
一
条
第
一
項
中
「
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
又
は
承
認
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
東

京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る

も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一

四
の
部
１２
の
２
の
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
総
合
推
進
部
総
務
課
長
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
企
画
部

文
書
・
広
報
担
当
課
長
」
に
改
め
、
同
表
二
十
一
の
項
中
「
は
文
書
課
長
」
を
「
に
あ
つ
て
は
文
書
課

長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
に
あ
つ
て
は
ス
ポ
ー
ツ
企
画
部
文
書
・
広
報
担
当
課
長
」
に
改
め
、
同
表
二

十
五
の
項
中
「
は
文
書
課
長
」
を
「
に
あ
つ
て
は
文
書
課
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
ス
ポ
ー
ツ
企
画
部

印
に
あ
つ
て
は
文
書
・
広
報
担
当
課
長
」
に
改
め
、
同
表
二
十
六
の
項
中
「
は
文
書
課
長
」
を
「
に
あ

つ
て
は
文
書
課
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
ス
ポ
ー
ツ
企
画
部
長
印
に
あ
つ
て
は
文
書
・
広
報
担
当
課

長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
九
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都

規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
二
本
局
の
項
中
「
、
課
長
代
理
（
改
革
推
進
担
当
）
」
を
削
り
、
「
課
長
代
理
（
団
体
連
携

推
進
担
当
）
」
を
「
課
長
代
理
（
改
革
推
進
担
当
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
本
局
の
項
中
「
課
長
代
理
（
法
務
担
当
）
」
の
下
に
「
、
課
長
代
理
（
組
織
・
団
体
調
整

担
当
）
」
を
加
え
、
「
、
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
、
課
長
代
理
（
経
営
管
理
担
当
）
及
び
課
長
代
理

（
政
策
連
携
団
体
担
当
）
」
を
「
及
び
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
号

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
千
四
百
二
十
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
五
項
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
二
千
五
百
円
」
に
、
「
千
七
百
円
」
を
「
千
四
百

円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
住
宅
管
理
者
が
職
員
住
宅
の
維
持
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
は
、
共
同
施
設
の
使
用
及
び
維
持
に
要
す
る
費
用
を
都
が
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
二
中
「
台
東
区
」
の
下
に
「
、
江
東
区
」
を
加
え
、
「
及
び
豊
島
区
」
を
「
、
中
野
区
、
杉
並

区
、
豊
島
区
、
北
区
及
び
荒
川
区
」
に
、
「
江
東
区
、
中
野
区
、
杉
並
区
、
北
区
、
荒
川
区
」
を
「
墨

田
区
、
大
田
区
、
板
橋
区
」
に
、
「
墨
田
区
、
大
田
区
、
板
橋
区
及
び
」
を
「
練
馬
区
、
江
戸
川

区
、
」
に
改
め
、
「
三
鷹
市
」
の
下
に
「
、
調
布
市
及
び
国
立
市
」
を
加
え
、
「
練
馬
区
、
」
、

「
、
江
戸
川
区
」
及
び
「
、
調
布
市
」
を
削
り
、
「
国
立
市
及
び
狛
江
市
」
を
「
国
分
寺
市
、
狛
江
市

及
び
西
東
京
市
」
に
改
め
る
。

別
表
三
中
「
、
日
野
市
、
東
村
山
市
」
及
び
「
、
清
瀬
市
、
東
久
留
米
市
」
を
削
り
、
「
羽
村

市
、
」
の
下
に
「
瑞
穂
町
及
び
」
を
加
え
、
「
及
び
神
奈
川
県
内
各
市
町
村
」
及
び
「
、
瑞
穂
町
」
を

削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
十
九
」
を
「
二
十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
運
賃
等
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を

含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
日
額
非
常
勤
職
員
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
を
含

む
。
）
」
を
、
「
一
月
当
た
り
の
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
の
料
金
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
日
額
非
常
勤
職
員
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
に
よ
る
運
賃
等
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を

含
む
。
）
」
を
加
え
る
。
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第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
一
万
分
の
一
万
九
百
二
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
八
百
六
・
二
五
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
三
号

職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
イ
の
表
福
祉
局
の
項
中

「
立
川
児
童
相
談
所

八
王
子
児
童
相
談
所

足
立
児
童
相
談
所

江
東
児
童
相
談
所

」
を

「
立
川
児
童
相
談
所

江
東
児
童
相
談
所

八
王
子
児
童
相
談
所

足
立
児
童
相
談
所

大
田
児
童
相
談
所

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
四
号

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
（
令
和
七
年
東
京
都
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

職
員
が
育
児
、
介
護
等
の
事
情
に
よ
り
滞
在
す
る
親
族
（
配
偶
者
若
し
く
は
条
例
第
十
一
条
の

三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親
等
内
の
親
族
を
い

う
。
）
の
住
居

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

職
員
が
異
動
等
に
伴
い
転
居
し
た
場
合
の
転
居
前
の
住
居

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
五
号

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
一
万
五
百
六
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
四
百
五
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
四
千
三
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
四
千
二
百
四
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
一
万
分
の
二
万
三
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一

万
分
の
二
万
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
五
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
二

万
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
九
千
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
九
千
八
百
四
十
」
を

「
一
万
分
の
九
千
七
百
三
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
九
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
八
千
」
に

改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
一
万
分
の
九
千
九
百
六
十
」
を
「
一
万
分
の
九
千
八
百
五
十
六
・
二
五
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
八
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
七
千
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
六
千
二

百
三
十
」
を
「
一
万
分
の
六
千
百
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
一
万
分
の
五
千
三
百
四

十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
二
十
八
・
七
五
」
に
、
「
一
万
分
の
八
千
」
を
「
一
万
分
の
七
千
五

百
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
一
万
分
の
五
千
四
百
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
八
十
七
・
五
」
に
、

「
一
万
分
の
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
七
千
」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
別
表
１３
の
部
⑵
の
項
」
を
「
別
表
１３
の
部
⑶
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
１
の
部
⑴
の
項
ア
中
「
鑑
識
課
」
の
下
に
「
、
生
活
安
全
総
務
課
」
を
加
え
る
。

別
表
１３
の
部
⑴
の
項
中
「
の
災
害
」
の
下
に
「
（
⑵
に
お
い
て
「
災
害
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、

同
部
中
⑶
の
項
を
⑷
の
項
と
し
、
同
部
⑵
の
項
手
当
額
の
欄
中
「
千
六
百
八
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十

円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
⑶
の
項
と
し
、
同
部
⑴
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵

警
察
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
援
助
の
要
求
（
災
害
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
派

遣
さ
れ
た
道
府
県
警
察
の
管
轄
区

域
内
に
お
け
る
被
災
者
の
救
難
、

救
助
、
警
戒
警
備
そ
の
他
の
警
察

活
動
に
従
事
し
た
職
員

日
額

千
八
十
円

別
表
１３
の
項
摘
要
の
欄
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
「
か
ら
⑷
ま
で
」
に
改
め
、
同
欄
ウ
中
「
⑶
」
を

「
⑷
」
に
改
め
、
同
欄
中
ウ
を
エ
と
し
、
同
欄
イ
中
「
又
は
⑵
」
を
「
、
⑵
又
は
⑶
」
に
改
め
、
同
欄

中
イ
を
ウ
と
し
、
ア
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

⑵
に
つ
い
て
は
、
⑶

の
受
給
者
を
除
く
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警

視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り

支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、

二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら

始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
小
笠
原
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
七
号

東
京
都
小
笠
原
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
小
笠
原
支
庁
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
二
号
」
を
「
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
三
十

二
号
」
に
改
め
、
本
則
第
十
四
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
同
条
例
」
を
加
え
、
本
則
に
次
の
十
号
を
加

え
る
。

十
七

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
（
令
和
八
年
東
京
都
条
例
第
三
十
五
号
）
第
十
三

条
の
規
定
に
基
づ
く
使
用
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
保
証
金
の
徴
収
に
関

す
る
こ
と
。

十
九

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
基
づ
く
保
証
金
の
還
付
に
関

す
る
こ
と
。

二
十

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
一

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
十
九
条
第
五
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
指
示
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
者
か
ら
の
届
出

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
よ
る
住
宅
返
還
に
係
る

検
査
及
び
住
宅
返
還
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金

及
び
同
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
住
宅
使
用
権
承

継
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

東
京
都
小
笠
原
移
住
定
住
促
進
住
宅
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
住
宅
の
明
渡
し
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
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号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
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代
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